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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、日本の学芸員養成課程で養成しておくべき教育普及活動に関する資
質・能力を明らかにすることである。学芸員を対象にした半構造化インタビュー調査実施のための質問項目を作
成するために、博物館学芸員養成課程を設置している292の大学が公表しているシラバスをデータソースとし、
項目の抽出と数量化を行った。シラバスの内容から20項目を抽出しデータマトリックスとした。このうち2年間
で、学芸員養成課程を設置している105校について、シラバスの内容から項目を抽出しデータベースを作成する
ことができた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to clarify the qualities and abilities 
related to educational dissemination activities that should be cultivated in the curator training 
course in Japan. In order to create question items for conducting a semi-structured interview survey
 targeting curators, items were extracted using syllabuses published by 292 universities that have 
established museum curator training courses as data sources. and quantified. 20 items were extracted
 from the syllabus and made into a data matrix. During the two years, I was able to create a 
database by extracting items from the syllabuses of 105 universities that have curator training 
courses.

研究分野： 市民教育
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は教育普及活動に着目し、学芸員の資質・能力を行動特性と捉えて計量的に明らかにするが、これに類す
る研究は他にない。さらに「教育普及活動」業務遂行に必要とされる資質・能力が詳細に示されることから、学
習目標を立て易く、学芸員養成課程でも活用できる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 
 大学における学芸員養成に関しては、現行制度の法定科目数及び内容だけでは、博物館の求め
る学芸員の育成として機能していないとの指摘（1）（2）や、現代社会の変化や博物館利用者のニー
ズに対応できないとの指摘（3）（4）がなされている。 
 このような議論を踏まえ、学芸員の養成については、中央教育審議会答申や日本博物館協会の
研究調査報告書等により様々な施策が、学芸員の在り方と役割も含めて提起されてきた。学芸員
に必要とされる資質・能力については、これまでも学芸員の専門性・専門職制度の問題の中で議
論されてきた。文部科学省、日本博物館協会、日本学術会議等で展開されている 21 世紀以降の
これまでの報告や答申等における議論は、大学院での学芸員養成への引き上げを提言し、学芸員
の専門性強化を中心としている。 
 また、専門性を高めるだけではなく、日本の「博物館」の定義が広義なことも考慮し、博物館
の規模や種類に関係なく、共通して必要な能力・知識・スキルも提案されてきた。2015 年度か
ら 2017 年度にかけて、科研費を得て実施した学芸員課程に関する調査成果（5）では、共通スキ
ルとして「市民とのコミュニケーション能力」が最重要であると言っている。 
 その背景には、どの博物館でも対市民の諸活動が行われているからである。これは、2020 年
度の日本の博物館総合調査報告書（6）で、自館が「一番力を入れている活動」について質問した
結果と一致する。「展示」と「教育普及活動」が全体の活動の 8 割を占めている。この報告書に
よると「教育普及活動」に力を入れている博物館は 5 年に 1 度の同調査ごとに増加している。 
 このように、学芸員養成課程の見直しまたは学芸員制度再設計に博物館共通スキル養成が重
要であるのに、具体的に「教育普及活動」遂行のためにどのような資質・能力が必要であるかと
いう研究がこれまでは行われていない。学芸員が最低限必要とする資質・能力は何であるのか、
ということを明確にすることにより、学芸員養成課程で行われるべき教育が標準化および整備
されるのではないかと考え、本研究の着想に至った。 
  
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、日本の学芸員養成課程で養成しておくべき教育普及活動に関する資質・能力
を計量的に明らかにすることである。本研究では、学芸員が「教育普及活動」において有すべき
資質・能力を具体的な行動と共に明らかにし、その中から学芸員養成課程で最低限養成されるべ
き資質・能力をスキルリスト項目として開発する。「教育普及活動」業務遂行に必要とされる資
質・能力が具体的な行動と組み合わせて詳細に示されることから、学習目標を立て易く、学芸員
養成課程でも活用できる。 
    
３．研究の方法 
  
 第一に、学芸員が教育普及活動において有すべき資質・能力の項目を抽出するため国立博物館
学芸員を対象に半構造化インタビュー調査を行う。そこで抽出された項目を踏まえ、第二に、全
国の博物館学芸員を対象にアンケート調査を実施し、学芸員養成課程で養成しておくべき教育
普及活動に関する資質・能力を明らかにすることを目指した。 
 初年度に、学芸員を対象にした半構造化インタビュー調査実施のための質問項目の作成にあ
たり、研究計画当初にはなかった方法も追加した。その方法は、博物館学芸員養成課程を設置し
ている 292 の大学が公表しているシラバス（博物館教育論ほか対照として博物館資料保存論、博
物館実習）をデータソースとし、項目の抽出と数量化を進めることである。博物館学芸員養成課
程の実態を把握して根拠データとした。博物館学芸員養成課程を設置している 292 の大学が公
表しているシラバスをデータソースとし、項目の抽出と数量化を開始した。このうち 2年間で、
学芸員養成課程を設置している 105 校について、シラバスの内容から項目を抽出しデータベー
スとした。 
 
４．研究成果 
  
 養成課程担当者の専門、雇用形態、大学博物館の有無についての情報は、シラバスには載って
いないことが多く、研究代表者がリサーチマップや大学ホームページより情報収集を行う必要
があった。そのため、現段階では、292 大学すべての調査は完了しておらず、能力・スキル分析
を行うには至っていない。しかしながら、この 2年間で、学芸員養成課程を設置している 105 校
（国立 53校、公立 22 校、私立 25校、公立短期大学 1校)、私立短期大学 4校）について、20の
項目を収録した「データベース」を作成することができた。今後も調査対象校は残っているもの
の、例えば、個々の科目について数値で示した項目群などは、これまでにない有用なデータであ
ると考えている。 



 以下は、現時点における「データベース」 に収録した 20 の属性項目を示したものである。項
目によっては、項目内容について簡単な説明を付した。 
 
（1）収録した属性項目概括         （2）まとめ 

 学芸員養成課程で涵養するべく教育普及活
動に関する資質、能力とは何かを科学的に解
明するための根幹をなすデータ収集の準備に
時間を費やした。①対象者（博物館学芸員、
それに関わる業務従事者）のサンプリングを
行うために博物館統計資料を用いて分析を重
ね、その様相を観察した。②調査項目を作成
するために、博物館養成課程が設置されてい
る全国大学等を対象としてシラバス（博物館
教育論ほか対照として博物館資料保存論、博
物館実習）の記載情報を分析してその実態を
把握した。 これらのことにより本研究の調査
を今後順調に進めてゆくための基礎データを
蓄積できた。  
 日本の学芸員教育、特に、博物館教育に貢
献できる人材の育成が急ぎ求められている現
代的要求に対応するためには、①全国一律に
同じ内容では限界があること②大学の専門を
もっと活かすような学芸員教育が必要である
こと③その大学の特徴を生かせるような特色
ある教育を考えてゆく必要があること④大学
の立地条件(都道府県、博物館数、人口)、大
学規模、学生環境が学芸員養成と関係してい
るのではないかといった問題、課題を提起す
ることができた。 
 今後は、この「データベース」の更新作業
を行いつつ、教育普及活動に関する能力･スキ
ルについての分析を試みていきたい。 
 また、海外の学芸員及びそれに関わる業務
従事者を対象に同様の調査を行うことにより、
世界における日本の学芸員の特異性を追究す
ることも可能であろう。 
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